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◎開会の宣告 

○議長（土井茂夫君） みなさん、おはようございます。 

 本日、令和２年御宿町議会第２回臨時会が招集されました。 

３番、市東和之君、９番、伊藤博明君から、会議規則第２条の規定による欠席届が提出され

ております。本日の出席議員は10名です。よって定足数に達しておりますので、本日の会議は

成立いたしました。 

これより令和２年御宿町議会第３回臨時会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

なお、議会だより編集のため、議場内の写真撮影を許可いたしました。 

傍聴人に申し上げます。傍聴にあたっては傍聴規則に従い、静粛にお願いいたします。また

携帯電話の類は、使用できませんので、電源をお切りください。 

（午前10時）  

                                           

     ◎町長あいさつ及び提案理由の説明 

○議長（土井茂夫君） 次に石田町長より、日程に先立ちあいさつと提案理由の説明につい

て、発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

石田町長。 

○町長（石田義 君） 本日ここに、令和２年第３回臨時会を招集いたしましたところ、議

員の皆様方におかれましては、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

今臨時会に提案いたします案件は、令和２年度一般会計補正予算（案）についてをご審議い

ただきますが、開会に先立ちまして議案の提案理由を申し上げます。 

議案第１号「令和２年度御宿町一般会計補正予算（案）第５号」ですが、今回お願いいたし

ます補正予算は歳入歳出それぞれ3,164万8千円を追加し、補正後の予算総額を46億1,880万9千

円とするものでございます。本補正予算の内容は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用し、地域経済の回復策としてのプレミアム付商品券事業や中小企業者など

の事業継続に係る様々な補助制度を効率的に活用できるための仕組みづくり、また、今般の大

雨の影響に伴う町道の法面崩落に係る復旧工事など、速やかな事業実施に対応するための予算

措置をお願いするものです。議案の詳細につきましては、担当課長からご説明申し上げますの

で、何卒、慎重なるご審議をいただきご議決を賜りますようお願い申し上げます。 

よろしくお願いを申し上げます。 



 

 

                                           

◎会議録署名人の指名について 

〇議長（土井茂夫君） これより日程に入ります。 

日程第１、会議録署名人の指名についてを議題といたします。 

会議録署名人は、会議規則第126条の規定により議長より指名いたします。 

２番、田中とよ子君、５番、立野暁広君にお願いいたします。 

                                           

◎会期の決定について 

〇議長（土井茂夫君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。今臨時会の日程は、あらかじめ配布した日程により、本日１日とし、議

案第１号を上程の上採決を行い、散会いたします。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（土井茂夫君） 異議なしと認めます。よって、今臨時会の会期は、本日１日とする

ことに決しました。 

                                           

     ◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（土井茂夫君） 日程第３、議案第１号 令和２年度御宿町一般会計補正予算第５号

を議題といたします。 

金井企画財政課長より議案の説明を求めます。   

金井企画財政課長。 

〇企画財政課長（金井亜紀子君） それでは、議案第１号 令和２年度御宿町一般会計補正

予算第５号について、ご説明申し上げます。 

本補正予算につきましては、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

し、プレミアム付商品券事業や中小企業者などの事業継続に係る様々な補助制度を効率的に活

用できるための仕組みづくり、また、町道の法面崩落に係る復旧工事など、速やかな事業実施

に対応するための予算措置をお願いするものです。 

予算書の 1 ページをご覧ください。 

第 1 条でございますが、歳入歳出それぞれ 3,164 万８千円を追加し、補正後の予算総額を

46 億 1,880 万９千円と定めるものでございます。 



 

 

それでは内容につきまして予算書の事項別明細に沿ってご説明いたします。 

６ページをご覧ください。歳入予算です。 

15 款 国庫支出金、２項 国庫補助金、１目 総務費国庫補助金、５節 新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金の 2,803 万８千円は、今般の歳出予算に計上しております新型

コロナウイルス感染症対応のための防災備蓄品の整備及び相談窓口支援事業、プレミアム付商

品券事業、小中学校における備品整備の財源として計上するものです。 

２目 民生費国庫補助金、２節 児童福祉費補助金の 81 万円は、歳出予算に計上しておりま

す子育て世帯臨時特別給付金の財源として計上するものです。 

20 款 繰越金、１項 繰越金、１目 繰越金、１節 繰越金の 280 万円は、歳出予算に計上し

ております道路維持管理事業の財源として、令和元年度からの純繰越金を追加し対応するもの

です。 

以上、歳入予算に 3,164 万 8 千円を追加しております。 

８ページをご覧ください。歳出予算です。 

２款 総務費、１項 総務管理費、６目 防災諸費、17 節 備品購入費の 110 万円は、新型コ

ロナウイルス感染症等に対応した新たな避難所体制を整備するため、避難所用テントを購入す

るものです。 

３款 民生費、２項 児童福祉費、１目 児童福祉総務費、18 節 負担金補助及交付金の 81 万

円は、補正予算第 1 号でご承認いただいた児童手当受給者に対し児童一人あたり 1 万円を全額

国の補助で給付するもので、対象者が概ね確定したことから、不足分を追加するものです。 

６款 商工費、１項 商工費、２目 商工振興費、12 節 委託料の 50 万円は、プレミアム付商

品券事業に係る商品券販売委託料です。18 節 負担金補助及交付金 2,630 万４千円のうち 200

万円は、商工振興関係事務事業に係る新型コロナウイルス感染症相談窓口支援事業補助金で、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者などに対し国県町が実施している支

援策の情報提供や申請手続き等のサポートを行うため、関係団体と連携し相談窓口を設置する

ための補助金です。また、残りの 2,430 万 4 千円はプレミアム付商品券事業に係るもので、そ

のうち 2,100 万円が商品券のプレミアム分、残る 330 万 4 千円が商品券の印刷代など事務経費

に係るものです。 

７款 土木費、２項 道路橋梁費、１目 道路維持費、14 節 工事請負費の 280 万円は、６月

28 日の大雨で法面が崩落した、町道 0105 号線の復旧にかかる費用です。 

９款 教育費、２項 小学校費及び３項 中学校費の１目 学校管理費、17 節 備品購入費のそ



 

 

れぞれ６万３千円と７万１千円は、新型コロナウイルス感染症対応として非接触型体温計を購

入するほか、８月に授業を実施することから、熱中症指数モニターを小中学校へそれぞれ追加

配備するものです。 

以上、歳出予算に 3,164 万８千円を追加しております。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（土井茂夫君） これより、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

２番、田中とよ子君。 

〇２番（田中とよ子君） ２番、田中です。 

 １点お聞きします。防災諸費にあります備品購入費なんですけども、３密を避けるためにテ

ントを購入するということなんですが、何張準備する予定でしょうか。 

〇議長（土井茂夫君） 総務課長。 

〇総務課長（殿岡 豊君） テントの数ですが、ワンタッチテント、大きさといたしまして

は、２ｍ×150cm、規格としては、概ね１つのテントに２人入れるというサイズのものですが、

こちらを 200 張、そして、同じようにワンタッチテントのもう少し大きいもの２ｍ×２ｍを４

張。こちらについては、それぞれの避難所において、検温などをする避難所を運営する職員が

使うものとして避難所の数４張を購入するものです。 

〇議長（土井茂夫君） ２番、田中とよ子君。 

〇２番（田中とよ子君） ２番、田中です。 

 テントは３密を避けるものとして了解するものですが、昨年台風 19 号が襲来したときに避

難所に１晩お世話になったんですね。そのときに車いすで避難されている方がいたんです。そ

の方は一晩中車いすで過ごされていました。介護の方もいらしたんですけど、車いす以外の方

は床に何かしらを敷いて横になっている方が多数だったんですが、車いすの方は一晩中。たま

たま１晩で済んだからいいんですけども、長期に渡ったら苦痛であったと思います。せめて横

になれるものが必要だと思うんですね。車いすだけではなくて、体の不自由な方が避難したと

ころで、休める場所、今は段ボールで組み立てられるベッドやエアーを入れるとマットになる

ようなものも、避難用のものではないと思うんですけども、そういったものを各避難所に２、

３つ用意して、体に不自由な方に対応できるような体制をとれないか。体の不自由な方の負担

を軽減できるだけではなくて、介護する方の負担軽減にもなると思うんですね。コロナとは関

係ないかもしれませんが、当然それもつながってくることだと思うので、ぜひ対応していただ



 

 

きたいと思うんですけども、いかがでしょうか。 

〇議長（土井茂夫君） 総務課長。 

〇総務課長（殿岡 豊君） ただいま田中議員さんからご指摘のありました件については、

大変重要なことだと考えております。しかしながら、今回補正予算に計上させていただきまし

た内容については、あくまで健常者用ということで、体の不自由な方への対応というところま

で考えが及んでおりませんでした。確かに避難所の運営をする際には、必ずしも健常者の方だ

けではございませんので、今いただいたご指摘などについては、当然のことながら、そういっ

た場合も想定されますし、事実、田中議員さんも、そういうご不便を感じている方を直接ご覧

になられたという指摘もございました。そうしたことへも、今後、次のステージにおいて、コ

ロナの蔓延に対する避難所対応策というのは、まだまだこれから新しいスタイルということで

はいろいろ課題が出てくると思いますので、そうしたことを検討しながら、併せて今いただい

たご意見につきましても検討させていただければと思います。 

〇議長（土井茂夫君） 他に質疑ございませんか。 

７番、貝塚嘉軼君。 

〇７番（貝塚嘉軼君） ７番、貝塚です。１つお聞きします。 

 子育て世帯への特別給付金について、決定を得たということで１万円補助を出すということ

ですけども、これは何名が対象になって、いつから交付をするのか、決定をしているようであ

ったら説明をお願いします。 

〇議長（土井茂夫君） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（田邉義博君） 子育て世帯臨時特別給付金でありますが、概ね確定したと

いうのは、児童手当は、公務員につきましては勤務先で支給することとなっておりまして、町

で、どなたが公務員であって、子どもが何人いて、何人お子さんが給付を受けているのかがわ

かりませんので、その申請を待っていた関係がありまして、今回 81 万円の補正になりますが、

公務員以外の受給者につきましては 426 人。こちらについては、６月 10 日にお支払い済でご

ざいます。これからお支払いするのが、ただいま申し上げました公務員分で、現在申請がきて

いるのが 49 人。この補正予算が通りましたら７月 30 日に届出の口座に振り込む予定でござい

ます。また、公務員につきましては、９月 30 日まで申請の期間がありますので、20 人分、20

万円留保させていただいております。それですべてで 507 万円という予算になります。 

 以上でございます。 

〇議長（土井茂夫君） ほかに質疑ありませんか。 



 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（土井茂夫君） 質疑なしと認めます。 

〇議長（土井茂夫君） 本案につきましては、討論を省略して採決いたします。 

これにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（土井茂夫君） 異議なしと認めます。 

これより、採決を行います。 

この採決は挙手によって行います。 

議案第１号に賛成の方は、挙手願います。 

    （全員の挙手） 

〇議長（土井茂夫君） 全員の挙手です。 

よって、議案第１号は、原案のとおり可決することに決しました。 

                                           

 ◎閉会の宣言 

〇議長（土井茂夫君）以上で、本臨時会の日程は全て終了いたしました。 

ここで、石田町長より挨拶があります。 

 石田町長。 

○町長（石田義 君）令和２年第３回臨時会の閉会にあたり、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 この度の臨時会におきましては、一般会計補正予算についてご審議いただきましたが、議員

の皆様方のご理解によりましてご決定いただき、閉会の運びとなりました。ありがとうござい

ました。 

 ご承認いただきました予算につきましては、地域経済の回復、中小企業の支援として、遅滞

なく執行してまいる所存でございますのでよろしくお願いを申し上げます。 

 これから間もなく梅雨明けとなり、一層暑い日が続くと思われますので、議員の皆様方にお

かれましては、健康には十分ご留意くさだいますようお願い申し上げ、 閉会にあたってのご

あいさつとさせていただきます。 

 本日は、誠にありがとうございました。 

〇議長（土井茂夫君） 議員各位には、慎重審議いただき、また、議事運営におきましても h

ご協力をいただき、円滑に運営できたことを厚く御礼申し上げます。 



 

 

 以上で、令和２年御宿町議会第３回臨時会を閉会いたします。 

ご苦労さまでした。                       

（午前10時20分） 
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